
産官学連携に関する政府の取組について

平成２６年１１月２６日

経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進室

資料６



１．産官学連携の現状と課題

２．技術シーズを事業化に結びつける「橋渡し」機能の強化

３．クロス・アポイントメント制度の構築

４．大学発ベンチャーに対する支援

５．大学・ＴＬＯの産学連携活動の改善
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産官学連携に関する経済産業省の取組
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中央省庁再編

大学等技術移転促進法

承認ＴＬＯ制度の創設・支援
（＝大学等の研究成果の産業への移転を促進）
※ＴＬＯ：技術移転機関、平成２６年７月時点で３７機関

産業活力再生特別措置法

産業競争力強化法

大学発ベンチャー３年
１０００社計画※

知的財産基本法

国立大学法人化

産業活力再生法

「先端イノベーション拠点」
「技術の橋渡し拠点」等整備
（全国３２箇所）

日本版“バイドール”条項
（＝国の研究委託の成果を
受託者へ帰属）

大学等に対する特許料減
免措置等

「知的財産推進計画」策定

法人格の取得、承認
ＴＬＯへの出資、特許
の機関帰属等

新しい技術研究組合の
設置、活用の開始

※平成１６年度に目標達成
（平成２０年度時点で約１８００社）

“産学官連携は
イノベーション創出の

重要な手段”
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第３期

各地の産学官が密接して
共同研究を行える施設設
備の整備（Under One Roof
型の研究開発）

第２期

“技術移転の
仕組みの改革”

“産学官の
人的交流等
の促進“

第１期

科学技術
基本計画

中小企業等投資事業有限責任組合法制定

中小企業基盤整備機構によるベンチャー
ファンド事業開始

エンジェル税制の創設

ベンチャー企業関連

第４期

“科学・技術・イノ
ベーション政策の一

体的推進”

産業革新機構設立

エンジェル税制の抜
本的拡充（所得控除
制度の追加）

産業競争力強化法改正
国立大学法人等によるベ
ンチャーファンド等への出
資等

１－１．産官学連携関連施策の変遷



1881

5085

7197 7282
6882 6980 6799 6490 6507 6517

581

909

1330 1808 2987 2455
2002 2185 2617 2587

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

（件数）

(FY)

外国出願

国内出願

3,
51
0

3,
54
0

3,
93
0

4,
11
0

4,
74
0

5,
09
0

5,
02
0

5,
33
0

6,
91
0

6,
57
0

14
,1
10

23
,2
60

33
,2
50

37
,6
20

45
,4
20

50
,8
70

35
,1
20

40
,6
18

61
,0
18

77
,2
47

97
,1
46

11
0,
16
2

12
7,
86
8

13
3,
58
2

24
,8
87 23
,9
80
29
,3
34 31
,8
73 32

,8
77

36
,4
38

16
5,
50
3

16
3,
31
3

15
8,
91
0

15
6,
73
2

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

60616263元 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

（百万円）（件数）

(FY)

受入額（百万円）
うち国立大のみ
件数

6,
50

0

9,
38

9

11
,2
10 15
,7
73

17
,5
95

21
,9
30 27
,4
89

30
,3
03

33
,1
06

36
,2
14

0

0

0

0

4,
02

6 4,
44

6

4,
85

4 6,
54

0 7,
02

0 7,
61

0

42
,0
16

44
,6
14

44
,8
35

45
,7
96

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0

5000

10000

15000

20000

25000

5960616263元 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

（百万円）（件数）

(FY)

受入額[百万円]

うち国立大のみ
件数

4

出典：「大学等における産学官携等実施状況について（平成24年度） 」、

「我が国の産業技術に関する研究開発活動の動向 第11版」

大学等の共同研究受入額・件数 大学等の受託研究受入額・件数

共同研究実績 受託研究実績

H15→H24 約２倍 H15→H24 約２倍

特許出願実績

H15→H24 約３．７倍

大学等による特許出願件数

 共同・受託研究、特許出願・活用等の実績は、順調に増加してきたが、最近はやや頭打ち。

１－２．産官学連携の現状



大学
・独創性の高い基礎
研究の実施が最大
の役割

基礎研究機関
・大規模・組織的研
究等、大学では不
十分な基礎研究に
取組む役割

企業
・研究開発成果の
事業化の担い手

・事業化にあたっ
てのリスクテイク

・オープンイノベー
ションの積極化

・中堅・中小・ベン
チャーの活躍

「橋渡し」を担う公的研究機関（産総研等）

・企業ニーズを先取りし、事業化につながる研究を実施

・企業同士や産学のネットワーク化

・企業が利用できる研究開発拠点や共通基盤的施設の整備

・人材の流動化や育成への寄与

ベンチャー企業
・既存企業によるベンチャー

の買収等によって「橋渡

し」

・国の起業・成長支援も重要

ファンディング機関（NEDO等）

・個別の産学連携では困難な、より革新的
で複雑な研究開発のマネジメント

・リスクテイク、多様な主体のネットワーク化
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イノベーションを担う人材の育成と流動化 ・各主体の体制強化・システム構築と一体的に人材育成・流動化を推進

２．技術シーズを事業化に結びつける「橋渡し」機能の強化

 イノベーションは、産、学、公的機関等多様な主体が連鎖し、様々な工程を経て実現。

 我が国では、特に、欧米に比べて、技術シーズを事業化に結びつける「橋渡し」の機能が不十分。

 我が国の特性を踏まえ、各主体の役割を明らかにした上で、イノベーションが創出されやすいシス
テムの構築に取組むことが必要。



仕組のイメージ

産総研 大学出向契約

研究者

業務40%
給与40%

業務60%
給与60%

導入イメージ

大学の研究者→産総研
• 大学の研究者が大学で教育しつ

つ、優れた技術シーズの応用研
究を産総研で行うことで企業での
事業化に結びつける。

産総研の研究者→大学
• 産総研の研究者が産総研で研究

に従事しつつ、大学で若手研究
者に起業家マインドを醸成する教
育を実施する。

※ 業務割合等はあくまで例示的なもの

6

３．クロス・アポイントメント制度の構築

 クロスアポイントメント制度とは、産総研と大学など、研究者が大学等と他の研究機関のそれぞれと
雇用契約関係を結ぶ等により、各機関の責任の下で業務を行うことができる制度。

 クロスアポイントメントを行った場合の研究者の医療保険・年金や退職金等の取扱いについての留意
点を年内にとりまとめるべく、関係省庁間で検討中。



ファンド

ベンチャーキャピタル
（認定事業者）

４．大学発ベンチャーに対する支援

 産業競争力強化法に基づき、大学発ベンチャーに対して経営上の助言等を行う認定事業者（ベンチ
ャーキャピタル等）に対して、国立大学法人等からの出資が可能となった。

 現在、各大学に関する事業計画の認定作業を進めており、現時点では、大阪大学、京都大学、東北
大学について、ベンチャーキャピタル設立のための事業計画を認定。今後、各ベンチャーキャピタル
が設立するファンドの事業計画について、審査を行う予定。

 予算（文部科学省において措置）：東京大学（417億円）、京都大学（292億円）、大阪大学（166億円）、
東北大学（125億円）

国立大学法人等

出資先のチェック、
大学発ベンチャー等

との連携

大学発ベンチャー等

事業活動において
研究成果を活用

認定

出資

認可

経営上の助言、資金供給等の支援

共同研究その他の連携

研究成果の活用促進を通じた新しい社会的価値の創出！

文部科学省 経済産業省

ファンド（認定事業者）

新事業立ち上げの
プロフェッショナル等

認定
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 経済産業省と文部科学省が共同で、大学・ＴＬＯが産学連携活動において得た収入や要した費用等
についてデータを収集し、活動による成果や課題について要因分析を実施中。

 分析結果を大学・ＴＬＯにフィードバックするとともに、高い成果を挙げた機関の取組を「活用ガイドブ
ック」にまとめて横展開することで、大学・ＴＬＯの産学連携活動の改善に繋げていく。

５．大学・ＴＬＯの産学連携活動の改善

特許の実施許諾収入の獲得コストパフォーマンスと共同研究獲得コストパフォーマンスの比較

・Ｂ、Ｃ大学は、特許の実施許諾収入のコストパフォーマンスと共同研究コストパフォーマンス（ＣＰ）が共に高い
・他方、Ａ大学は、共同研究ＣＰのみが高く、Ｄ、Ｅ大学は、特許の実施許諾収入のＣＰのみが高いなど、大学によって、産学連携活動の
内容や、その経営の効率性に違いが見られるため、その要因の分析を実施中。

（平成25年度産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業の調査結果より）
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産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業におけるデータ分析から示唆される内容

［産学連携活動評価の視点］

特許件数／収入、企業等との共同・受託研究件数／金額、地域貢献割合、海外との連携等、数多くの視点が存
在するが、それぞれの視点ごとに、大学の得意・不得意のばらつきが大きい。また、一つの視点において強みを
発揮する大学が、他の視点においても強みを発揮しているとは限らない。従って、視点ごとに分析を行い、高い成
果を挙げた大学の取り組みの要因分析結果を横展開していく必要がある。

（１）特許収入
① 特許収入が高い大学は、収入の多くを特許譲渡収入ではなく、特許実施許諾収入から得ている。
② 特許実施許諾収入の高い大学は、1件あたりの特許実施許諾契約額を高く設定している傾向がある。中でも

大学単願特許からの収入を高く得ることに成功していることが多い。
③ 特許1件あたりの特許関係費（特許出願費用、弁理士相談費用等）の額は大学間でのばらつきが大きく、こ

れが特許収入獲得のコストパフォーマンスを大きく左右する。

（２）共同・受託研究獲得

① 共同・受託研究獲得を高める上では、産学連携本部における新規案件獲得能力を高めるとともに、より大型
の案件の獲得割合を高めていくことが有効。

② 産学連携本部における新規案件獲得能力については、大規模大学、中小規模大学に関わらず、個差が大
きい。

③ 1件あたりの共同・受託研究額については、大規模大学においては個差が大きいが、中小規模大学におい
ては個差は小さく小さめの金額となっている。

（３）地域貢献割合

同一地域内の企業との共同・受託研究件数の割合は、特に中小規模大学において、個差が大きく、地域貢献
度合が大学によって大きくばらついている。地域貢献度合いの高い大学のプラクティスを横展開していくことが必
要。

（別紙）


